「人と環境にやさしい農業・農村振興条例（案）」について
県民の皆さんのご意見・ご提案を募集しています。

兵庫県では、農業の自然循環機能の維持増進を図り環境への負荷を低減する環境創造型農業を推進してきましたが、近年のＳＤＧｓの取組拡大や国の「みどりの食料システム戦略」推進など、農業をとりまく情勢が大きく変化していることを踏まえ、県全体で環境創造型農業・ＳＤＧｓをベースにした環境と調和のとれた持続可能な農業・農村振興について検討する「人と環境にやさしい農業・農村振興検討会」を令和７年度に設置しました。当検討会での協議を踏まえ、この振興の取組を中長期的に下支えしていくために、また、県民の皆様と理念を共有する必要があると考え、「人と環境にやさしい農業・農村振興条例」を策定します。
この度、その案がまとまりましたので、以下のとおり県民の皆さんからのご意見・ご提案を募集することとしました。多数のご応募をお待ちしております。
なお、ご意見については、「人と環境にやさしい農業・農村振興条例」を策定するにあたっての参考とさせていただきますとともに、ご意見などの概要とこれに対する県の考え方を後日公表させていただきます。
１　詳しい資料の閲覧方法

⑴　インターネット
兵庫県庁ホームページ　（食・農林水産＞農業＞農産物）に掲載しています。

アドレス　https://web.pref.hyogo.lg.jp
/ nk09/hitojyorei_public.html
⑵　法務文書課県民情報センター（神戸市中央区下山手通5-10-1 兵庫県庁1号館1階）⑶　郵送

送付をご希望の方は、宛先（送付先）を記入し、140円の郵便切手を貼った定形外封筒を下記のご意見等の提出先まで送付してください。
なお、お送りする資料は、「人と環境にやさしい農業・農村振興条例（案）」のみであり、その他の参考資料はお送りできませんのでご了承ください。

２  ご意見・ご提案の提出

⑴　受付期間

令和７年12月18日から令和８年１月７日まで（必着）
⑵　提出方法
ア　記載様式は自由です（よろしければ裏面の様式をご利用ください。）。
イ　提出いただいたご意見等の内容確認のため、こちらから照会させていただく場合がありますので、住所（所在地）、名前（団体名）、電話番号のご記入をお願いします。

ウ　下記の提出先まで、電子メール、Fax、郵送、直接持参により提出してください。
なお、お電話でのご意見等の提出はご遠慮いただいておりますのでご理解ください。

⑶　提出先

〒６５０－８５６７　神戸市中央区下山手通５－１０－１

兵庫県 農林水産部 農業改良課 環境創造型農業推進班
電話：０７８－３６２－９２１０　　Fax：０７８－３４１－７７３３
e-mail：nogyokairyo@pref.hyogo.lg.jp
「人と環境にやさしい農業・農村振興条例（案）」についてのご意見・ご提案
	該当項目
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